
会社情報の適時開示に係る社内体制の整備状況

情
報
収
集

プ
ロ
セ
ス

管理部

分
析
・
判
断
プ
ロ
セ
ス

社内各本部・

関係会社

社内各本部・

関係会社

取締役会

情報取扱責任者

（代表取締役副社長 管理本部本部長）

当
社
Ｗ
Ｅ
Ｂ

サ
イ
ト
へ
の

掲
載

公
表
プ
ロ
セ
ス

管理本部

適時開示の実施

東京証券取引所

適時開示情報閲覧サービスに掲載

経営会議

１.決算情報 ２.決定事実 ３.発生事実

監
査
役
会

会社情報（決定事実・発生事実・決算情報）

の集約・管理

管理本部

適時開示の要否判定、適時開示文書作成

※発生事実においては経営会議、取締役会決議を経ず情報取扱責任者の判断で開示
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